
 
勤労者団体文化体育活動等奨励事業に係る表彰要領 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、勤労者の福祉の向上を推進するに当たり、勤労者相互の交流と

親睦を深めることや、健康の保持と増進を高めるなどの目的で実施する文化・体育

活動を主催する市内の団体に対して、市長賞を供与する場合の基準及び事務取扱い

に必要な事項を定めるものとする。 

 

（基準） 

第２条 前条の市長賞は、賞状及び副賞とし、主催団体からの申請に基づき、予算の

範囲内で供与するものとする。また、賞状・副賞に係る基準は次のとおりとする。 

（１）賞状（市長名） 供与する賞状は、団体・個人とも第三順位以内のものとする。 

（２）副賞 供与する副賞は、団体・個人とも第三順位以内のものとし、団体向けは、

一順位あたり 3,000 円相当の記念品、個人向けは、一順位あたり 2,500 円相当の

記念品とする。 

（３）構成人員が３万人を超える団体又は経済労働施策に取り組む団体として、特に

市長の認める団体が主催する全市的な大会等における副賞は、前号の規定に係わ

らず 6,000 円相当の記念品とする。 

 

（申請） 

第３条 市長賞を受けようとする団体は、原則として事業等を実施する１ヶ月前まで

に「文化体育大会等市長賞申請書」（第１号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

 

（報告） 

第４条 事業等を実施した団体は、事業終了後１４日以内に「文化体育大会等市長賞

報告書」（第２号様式）を市長に提出しなければならない。 

 

 （その他） 

 第５条 この要領で定めるもののほか、市長賞を供与することが適当と認められる大

会等に関する市長賞については、労働・人材支援部長が定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 

第１号様式 
 

  年  月  日  

 

文化体育大会等市長賞申請書 
 

(宛先) 川崎市長 

 

(申請者) 住   所                 

団 体 名                 

代表者氏名                 

電   話     －   －       

 

 次の文化体育大会等の事業について、市長賞の贈呈を受けたいので申請します。 

大 会 等 の 名 称  

賞 状 ・ 副 賞 

□ 賞状  □ 副賞（□トロフィー・□楯） 
※希望するものにレ点を入れてください。 

優 勝     準優勝     第三位    

期 日 又 は 期 間   年  月  日( )～    年  月  日( ) 

表 彰 式 の 日 時   年  月  日( )午前・午後  時  分から 

大会等の開催場所  

大 会 等 の 概 要  

事 務 責 任 者 

住  所                 

氏  名                 

電  話      －   －      

大 会 等 の 対 象 者 約    名  参加団体   チーム 

参 加 団 体 名 

(チーム名) 
 

過 去 の 実 績 
□ 前回の申請（    年  月  日） 

□ 初めて申請する 
※いずれかにレ点を入れてください。 

団体等の HP アドレス  
 



 
第２号様式 
 

  年  月  日  

 

文化体育大会等実施報告書 
 

(宛先) 川崎市長 

 

(報告者) 住   所                 

団 体 名                 

代表者氏名                 

電   話     －   －       

 

 文化体育大会等の事業が、次のとおり終了したので報告します。 

大 会 等 の 名 称  

期 日 又 は 期 間   年  月  日( )～    年  月  日( ) 

表 彰 式 の 日 時   年  月  日( )午前・午後  時  分から 

大会等の実施場所  

大 会 等 の 概 要  

参 加 者 数       名  参加団体   チーム 

大 会 等 の 成 績 

個人名又は団体名 

優 勝                

準優勝                

第三位                

成 果 等  

備       考  

 

 
 

 


